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原発事故の影響を受けた酪農・畜産に関する緊急要望

　福島原発事故の影響により、栃木県内においても肉牛の出荷停止等、大変深刻な事態が続いています。

私たち民主党栃木県連は、８月２２日、事態の早期収束に向けた取り組みとして、県内の酪農・畜産団体にお集まりいただき緊急懇談会を開催いたしました。

当日は多くの意見、要望等が寄せられましたが、内容を県連で精査し、まとめ上げたところです。

つきましては、民主党栃木県連としてこれら内容について一日も早い事態の改善、収束に向け緊急要望いたします。

特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

記

１.出荷制限について

1 牛の出荷停止の早期解除を求める。また、自主的出荷停止期間中、出荷停止期間中および解除後、本来の経営に回復するまでの期間の出荷適齢牛を抱えている農家への補償策を講じていただきたい。
2 出荷制限により、育成牛の移動の禁止は搾乳に影響が出るのみならず、本来汚染されていない乳牛を移動できないことは、酪農業にとって大きなダメージとなる。育成牛における移動制限は解除していただきたい。
3 出荷制限により、出荷牛の出口対策（冷凍保存など）は大変厳しいものとなっており、豚肉同様、｢調整保管｣を実施されたい。
4 出荷制限により、肉用仔牛の移動も出来ず、また価格の下落も著しい状況である。肉用仔牛生産者補給金制度の拡充を含め補償していただきたい。

2.全頭検査実施について
1 全頭検査の実施については、国の責任で対応していただきたい。

2 セシウム検査はＢＳＥ検査の結果が出ていないと認められない。両検査は別扱いとするための、特措法の省令を改正してほしい。
3.永年牧草について

永年牧草は放射性セシウムの飛来により土壌汚染も含め長期間の汚染が考えられる。牧草の撒き替え費用の助成について検討願いたい。
4.稲わら等緊急供給対策について

｢稲わら等緊急供給支援対策｣は、独立法人農畜産業振興と実施主体(全国団体)における協議が遅れているため飼料販売者から畜産農家への現物供給が滞っている。早急に協議し、新スキームの確立を図っていただきたい。
5.県原子力損害賠償委員会について

本県において｢県原子力損害賠償委員会｣の加入が主に全農加盟団体に限られてしまっており、非加盟団体は損害賠償を受け取れない現状となっている。中立性、公平性の観点からも極めて大きな問題であり、国から県に対し徹底した指導を仰ぎたい。
以上

要望団体　

〇栃木県農業協同組合中央会

〇全国農業協同組合連合会栃木県本部

〇酪農とちぎ農業協同組合

〇栃木県肉用牛経営者会議

〇(社)栃木県配合飼料価格安定基金協会

〇とちぎの和牛を考える会

〇(株)栃木県畜産公社
